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「とうかい環境村民会議」会則  

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は，「とうかい環境村民会議」と称する。  

（目的）  

第２条  本会は，東海村環境基本計画の理念に基づき，地域及び行政と協働して，

基本計画に位置付けられた施策を推進していくことを目的とする。  

（事業）  

第３条 本会は，第２条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。  

 （１）生物多様性の保全及び再生に関すること。  

 （２）自然環境の保全及び再生に関すること。  

 （３）温室効果ガスの削減に関すること。  

 （４）資源の循環に関すること。  

 （５）生活環境の向上に関すること。  

 （６）環境キャンペーン活動及び環境フェスタ等のイベント開催に関すること。  

 （７）環境教育に関すること。  

 （８）地域及び行政との連絡調整に関すること。  

 （９）広報活動に関すること。  

 （１０）その他，本会の目的達成に必要な事業に関すること。  

（会員）  

第４条 本会は会の趣旨に賛同する者をもって構成する。  

２  本会を退会するときは，その旨を会長に報告し承認を得る。  

 

第２章 組織 

（役員）  

第５条 本会に以下の役員を置く。  

 （１）会長     １名 

 （２）副会長    ２名以内 

 （３）部会長    ４名 

 （４）副部会長  ８名以内 
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 （５）会計    ２名 

 （６）監事    ２名  

（７）広報委員長 １名 

 （８）広報委員  ８名以内 

 （９）環境フェスタ実行委員長  会長が兼務する。 

 （役員の選出）  

第６条 役員の選出は次のとおりとする。  

 （１）会長，副会長は，会員の互選により選出する。  

 （２）部会長，副部会長は，部会員の互選により選出し，会長が委嘱する。  

 （３）会計，監事は，会員の互選により選出し，会長が委嘱する。  

（４）広報委員長は，広報委員の互選により選出し，会長が委嘱する。  

 （５）広報委員は，部会員の互選により選出し，会長が委嘱する。  

 （６）第５条に定める役員は，他の役員を兼務することができる。ただし，会計

と監事は兼務することができない。  

（役員の任期）  

第７条 役員の任期は２年とする。ただし，再任は妨げない。  

２  役員任期中に欠員が生じ，補充された場合の任期は前任者の残任期間とする。  

３  役員の任期が満了のときは，後任者が就任するまで，前任者がその任にあたる。  

（役員の職務）  

第８条 役員の職務は，次のとおりとする。  

 （１）会長は会を代表して会の業務を総括する。  

 （２）副会長は会長を補佐し，会長に事故あるとき，または欠けたときはその職

務を代理する。  

（３）部会長は部会の業務を総括する。  

 （４）副部会長は部会長を補佐し，部会長に事故あるとき，または欠けたときは

その職務を代理する。  

（５）会計は会計業務を担当する。  

 （６）監事は会計業務を監査する。  

 （７）広報委員長は会の広報活動を総括する。  

 （８）広報委員は会の広報活動を担当する。  
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第３章 会議 

（会議）  

第９条 本会の会議は，総会，幹事会，部会，広報委員会とする。  

（総会の種別）  

第１０条  本会の総会は，定例総会と臨時総会とする。  

（総会の構成）  

第１１条  総会は，役員と役員以外の会員をもって構成する。  

（総会の機能）  

第１２条  総会は次の事項を決議する。  

 （１）規約の改廃に関すること。  

 （２）事業報告及び決算に関すること。  

 （３）事業計画及び予算に関すること。  

 （４）その他本会の重要事項に関すること。  

（５）会長・副会長・会計・監事の決定に関すること。  

（総会の開催）  

第１３条  定例総会は年１回開催する。  

２  臨時総会は，次の各号の一つに該当する場合に開催する。  

 （１）会長が必要と認めたとき。  

 （２）幹事会での決議があったとき。  

（３） 全会員の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。 

（４）第３０条の規定により監事から開催の請求があったとき。  

（総会の招集）  

第１４条  総会は会長が招集する。  

２  会長は前条第２項第２号の決議及び第３号並びに第４号の規定による請求があ

った日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。  

３  総会を招集するときは，会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所

を示して開催の５日前までに文書をもって通知しなければならない。  

（総会の議長）  

第１５条  総会の議長には，会長が就く。  

（総会の定足数）  

第１６条  総会は構成員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。 
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（総会の議決）  

第１７条  総会の議事は，出席した会員の過半数をもって決し，可否同数のときは

議長の決するところによる。  

（総会の委任状表決）  

第１８条  止むを得ない理由のために総会に出席できない場合は，委任状を提出す

ることにより出席したものとみなす。ただし，表決については一切の権限を会長

に委任することとする。  

（幹事会） 

第１９条  幹事会は，役員のうち会長，副会長 ,部会長，広報委員長をもって構成し，

必要に応じて会長が招集し，議長となる。これら構成員が出席できない場合は，

各部会・広報委員会から代理の者を出すことができる。また会長は必要な人材を

招集し，意見を聴取することができる。  

（幹事会の議決事項）  

第２０条  幹事会は本会則に定めるもののほか，本会の運営に関する事項を決議す

る。 

（部会）  

第２１条  本会に次に掲げる部会を置く。会員はいずれかの部会に属するものとす

る。 

（１）自然共生社会部会  

 （２）低炭素社会部会  

 （３）循環型社会部会  

 （４）生活環境部会  

２  部会は部会員をもって構成し，部会長が招集し，議長となる。  

（部会の担当事項）  

第２２条  部会は以下に掲げる事項を担当する。  

 （１）実施計画の立案，推進に関すること。  

 （２）行動計画の立案，推進に関すること。  

 （３）その他，部会の運営に必要な事項に関すること。  

（環境フェスタ実行委員会）  

第２３条 本会が主催する環境フェスタ等の企画運営のため，環境フェスタ実行委

員会を置く。  
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２  環境フェスタ実行委員会は本会会員及び有志をもって構成し，環境フェスタ実

行委員長が招集し，議長となる。 

（環境フェスタ実行委員会の担当事項）  

第２４条 環境フェスタ実行委員会は，以下に掲げる事項を担当する。  

 （１）とうかい環境フェスタ及びその関連企画の立案・運営に関すること。  

（２）その他目的達成に必要な事業  

（広報委員会）  

第２５条  本会の広報活動を行うため，広報委員会を置く。  

２  広報委員会は広報委員をもって構成し，広報委員長が招集し，議長となる。  

（広報委員会の担当事項）  

第２６条  広報委員会は以下に掲げる事項を担当する。  

（１）広報誌の記事の作成，編集に関すること。  

（２）会のホームページの記事の作成，編集に関すること。  

 

   第４章 資産及び会計 

（資産の構成）  

第２７条 本会の資産は，次の各号に掲げるものをもって構成する。  

 （１）財産目録に記載した資産  

 （２）補助金 

 （３）寄附金 

 （４）その他の収入  

（資産の管理）  

第２８条 本会の資産は，会長が管理し，その方法は幹事会の決議によりこれを定

める。 

（資産の処分）  

第２９条 本会の資産で第２７条に掲げるものを処分し，または担保に供する場合

は，総会において出席者の４分の３以上の決議を要する。  

（経費の支弁）  

第３０条 本会の経費は，資産をもって支弁する。  

（会計年度）  

第３１条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。  
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   第５章 監査 

（監事の職務） 

第３２条 監事は，当該年度の会計及び資産の状況を監査し，総会に報告する。ま

た，監査結果を早急に報告する必要がある場合は，臨時総会の開催を会長に請求

することができる。  

 

   第６章 会則の変更  

（会則の変更）  

第３３条 この会則は，総会において出席した会員の４分の３以上の決議がなけれ

ば変更することができない。  

 

   第７章 雑則 

（事務局）  

第３４条 本会の事務局は，役員及び東海村役場環境政策課が担う。  

（細則等の制定）  

第３５条 この会則に定めるもののほか，本会の運営に関し必要な事項は幹事会の

承認を得て，別に定めることができる。ただし，制定事項は総会に報告しなけれ

ばならない。  

   附 則 

この会則は，平成２４年４月１４日から施行する。  

附 則 

 この会則は，平成２７年４月１６日から施行する。  

附 則 

 この会則は，平成３０年４月２３日から施行する。  

   附 則 

 この会則は，令和５年４月１０日から施行する。  

●補足 

 ・会則の中に所掌事業として環境フェスタを入れ込むことにより，環境フェスタ

の主催は正式に村民会議となります。（これまではフォーラム実行委員会）  

 ・今回の改正により，「とうかい環境フォーラム実行委員会細則」は廃止となり

ます。 


